
議員提出第１０号議案 

 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第

１３条の規定により提出する。 

  平成１８年９月２１日 

         提 出 者 

足立区議会議員  ぬ か が  和  子 

同        鈴  木  けんいち 

同        針  谷  み き お 

同        大  島  芳  江 

同        伊  藤  和  彦 

同        渡  辺  修  次 

同        鈴  木  秀 三 郎 

同        橋  本  ミ チ 子 

同        さ と う  純  子 

同        三  好  す み お 

同        松  尾  か つ や 

 

足立区議会議長  しのはら 守 宏  様  

 

（提案理由） 

 高齢者全体の生活をかんがみて、介護保険料全体の緩和をはかる必要

があるので、本案を提出する。 

 



   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 足立区介護保険条例（平成１２年足立区条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２０条の次に次の１条を加える。 

 （保険料負担の緩和措置） 

第２０条の２ 区長は、高齢社会対策基本条例（平成１２年足立区条例

第３６号）第３条に規定する区の責務を遂行するに当たり、区民全体

の生活実態にかんがみ、区民の保険料の負担を緩和するため必要があ

ると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （平成１９年度における保険料率の特例） 

第２条 平成１９年度における保険料率は、第１２条の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

 （１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 １万９，３００円 

 （２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ２万８，９００円 

 （３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ３万８，６００円 

 （４） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額が２００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しない者 ４万８，２００円 

 （５） 前各号のいずれにも該当しない者 ５万７，９００円 

 （足立区介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 足立区介護保険条例の一部を改正する条例（平成１８年足立区

条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  付則第３条の見出し中「及び平成１９年度」を削り、同条第２項を



削る。 


